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令和５年度北九州市一般会計予算（消防局所管分）について 

１ 歳入予算額                                                 （単位：千円） 

款 項 目 節 本年度 前年度 比較 

１７ 
１ １１ １ 消 防 使 用 料 ８７７ ９２８ △５1 

２ ９ １ 消 防 手 数 料 ４1,11５ ４２,３５０ △1,２３５ 

１８ 

１ ３ １ 消 防 費 負 担 金 （ 国 ） ７,３０９ ５,６０５ 1,７０４ 

２ １１ １ 消 防 費 補 助 金 （ 国 ） ４５,３９６ 1８４,３０８ △1３８,９1２ 

３ ６ １ 消 防 費 委 託 金 （ 国 ） ３,０００ ３,０００ ０ 

１９ 
１ － － 消 防 費 負 担 金 （ 県 ） ０ ７６ △７６ 

２ ８ １  消 防 費 補 助 金 （ 県 ） 1３５,９５９ 1０５,９８５ ２９,９７４ 

２０ １ １ 
１ 土 地 貸 付 収 入 ２,２２５ ２,４５４ △２２９ 

２ 建 物 貸 付 収 入 ５,９３８ ５,８７９ ５９ 

２２ １ ３ １ 
市 民 太 陽 光 発 電 所 

特 別 会 計 繰 入 金 
０ ２,０００ △２,０００ 

２４ ６ ４ ２９ 消 防 費 雑 入 1０２,1３９ 1３1,３３1 △２９,1９２ 

２５ １ １０ １ 消 防 債 ８０７,８００ 1,０４７,９００ △２４０,1００ 

計 1,1５1,７５８ 1,５３1,８1６ △３８０,０５８ 

２ 歳出予算額                                                 

  １２款１項 消防費                                                   （単位：千円） 

目 本年度 

財源内訳 

説明 特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

１ 
消 防 

職員費 

９,３1２,９５９ 

（６２,７０２）
1０,９８６ ９,３０1,９７３ 消防関係職員給与費 

２ 
常 備 

消防費 

８３６,０３８ 

（２２,７３３） 
４９,３８９ ８８,３６1 ６９８,２８８ 

〇常備活動経費 

〇予防行政経費 

〇職員研修経費 

〇その他経費 

２０９,７７３ 

５1,1７８ 

３６,８1６ 

５３８,２７1 

３ 
非常備 

消防費 

４０７,４４４ 

（△９,８６４） 
４,２1６  ５２,９４７ ３５０,２８1 消防団活動に要する経費  

４ 
消 防 

施設費 

1,２０２,２８３ 

（△４８４,４1８）
1３８,０５９ ８０７,８００  ２５６,４２４ 

〇常備消防施設整備費 

・車両購入経費等 

・その他経費 

〇非常備消防施設整備費 

1,０1４,７２８ 

７８０,３２６ 

２３４,４０２ 

1８７,５５５ 

計 
11,７５８,７２４ 

（△４０８,８４７）
1９1,６６４ ８０７,８００ 1５２,２９４ 1０,６０６,９６６  

             （  ）は前年比 
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３　消防局主要事業の概要 （単位：千円）

⑤
木造の市場・商店街等
における火災予防対策
の強化

【２目　常備消防費】

　昨年の旦過地区等の火災を受け、大規模な火災につ
ながりやすい、木造の市場・商店街等が密集する地域
の店舗（約１０００店舗）に対して、「防火指導員」
によるきめ細かな防火指導や地域ぐるみの消火訓練等
を実施する。

9,000

700,820

②
消防職員の人材育成
・能力向上

【２目　常備消防費】

④
消防車両等の整備

【４目　消防施設費】

　消防職員に必要な資格を取得させるとともに、専門
知識や技術の向上を図るなど、計画的な人材育成を図
る。

21,814

63,224

　大規模災害への備えとして、豪雨災害時に使用する
救命胴衣、火災や交通事故、土砂災害やテロ等特殊災
害時に使用するチェーンソー、化学防護服等の資器材
を整備する。また、林野火災対策として、泡消火剤等
を配備する。

①
消防体制の充実強化

【２目　常備消防費】
【４目　消防施設費】

781

区分 事務事業名 事業概要 予算額
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③
消防施設の整備

【４目　消防施設費】

　消防施設の長寿命化を図るため、外壁改修工事など
を計画的に進める。また、第三者所有方式による省エ
ネ機器の導入などにより、消防施設におけるカーボン
ニュートラルを推進する。

　◆訓練研修センター（実施設計・改修工事）
　◆若松消防署（実施設計・改修工事）　　他８施設

152,400

　消防活動に必要となる指揮車等の更新に加え、消防
ヘリコプターのエンジン交換を行う。

火
災
予
防
対
策
の
強
化

⑥
防火査察の強化

【２目　常備消防費】

　木造の市場・商店街が密集する地域における火災予
防対策の強化を図るため、査察周期の短縮や、違反是
正の強化を行う。

21,278

⑦
住宅防火対策の推進

【２目　常備消防費】

　住宅火災による死者の発生を防ぐため、高齢者世帯
を中心に、住宅用火災警報器の設置、点検及び交換を
促進する。

（他に債務負担
835,700）
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　災害に強い安全・安心なまちづくりに向け、地域の
自主防災力を向上させるため、「市民防災会」への防
災リーダー研修の実施や、地域で開催される防災訓練
の支援を行う。

6,596

⑬
市民防災活動への支援

【２目　常備消防費】

⑭
あんしん通報システム
の運用

【２目　常備消防費】

　高齢者世帯等を対象として、火災センサーの感知や
ボタンを押すことで緊急通報できる装置を設置し、緊
急時、より迅速に消火・救急活動ができる体制づくり
に取り組む。

 479

　老朽化した消防団施設の建替えを計画的に進めると
ともに、防火服やヘルメット、安全靴など、装備の充
実を図る。また、消防団員の活動を積極的にＰＲする
など、消防団への入団促進を図る。

　◆小倉北消防団第２分団本部新築（砂津三丁目）

312,365

⑪
消防団の充実強化

【３目　非常備消防費】
【４目　消防施設費】

　高齢者の安全・安心の向上を図るため、消防団員が
一人暮らし高齢者世帯等を訪問し、防火・防災などの
啓発や、簡単な身の回りのお世話、福祉相談の関係機
関への伝達などを行う。

　◆令和５年度の訪問予定数　2,240世帯

8,736

⑫
いきいき安心訪問の
推進

【３目　非常備消防費】

⑨
救急活動の質の向上

【２目　常備消防費】

　より多くの命を救うため、医療機関との緊密な連携
により、医師による専門性の高い指導・助言を受ける
ことで、救急活動の質の向上を図る。

7,096

⑩
市民による応急手当の
普及啓発活動の推進

【２目　常備消防費】

　市民による救命技術の向上を図るため、応急手当の
普及啓発活動を推進する。

976

229,391
　増加する救急需要に対応するため、平日日中に臨時
編成する「機動救急隊」を運用する。また、救急車４
台を更新するとともに、救急救命士６人を養成する。

地
域
に
お
け
る
災
害
対
応
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の
向
上

救
急
体
制
の
強
化

⑧
救急体制の強化

【２目　常備消防費】
【４目　消防施設費】

※上記の他、

保健福祉局所管分

（介護保険特別会計)

48,300
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北九州市火災予防条例の一部改正について 

１ 改正理由 

（１）「急速充電設備」（電気自動車等に充電するための設備）は、政令及び総務省令

で定める基準に従い、市の火災予防条例で定めることとされている。今般、総務

省令が改正されたことにより、火災予防条例を改正するもの。 

（２）「喫煙等に関する標識」は、国が定める「火災予防条例(例)」に基づき、市の 

火災予防条例で定めている。今般、「火災予防条例(例)」が改正されたことに  

より、火災予防条例を改正するもの。 

２ 改正内容 

（１）急速充電設備について 

ア 急速充電設備の定義の見直し 

    急速充電設備の充電対象は、これまで電気を動力源とする自動車と原動機付

自転車としていたが、船舶と航空機等を追加するとともに、全出力２００ＫＷ

以下としていた上限を撤廃するもの。 

イ 緊急停止装置の設置 

    充電中に利用者が異常を認めたときの緊急停止装置を、速やかに操作するこ

とができる箇所に設けること。 

（２）喫煙等に関する標識について 

現在、喫煙等に関する標識は、健康増進法及び市の火災予防条例に基づき、  

２種類の標識を設置しなければならないこととなっているが、健康増進法に基づ

く標識が設置されている場合は、市の火災予防条例に基づく標識を設置しなくて

も良いことにするもの。 

３ 施行期日 

（１）急速充電設備：令和５年１０月１日 

（２）喫煙等に関する標識：公布の日 
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≪急速充電設備≫ 

●電気自動車等への充電は、「急速充電（設備）」と「普通充電（設備）」の２種類 

●道の駅、高速道路のサービスエリア、コンビニ等の駐車場に設置され、短時間で

充電できるものを『急速充電設備』（全出力２０kＷを超えるもの）という。 

●一般住宅やマンション等に設置され、約１０時間から２０時間かけて充電する 

ものを『普通充電設備』（全出力２０kＷ以下のもの）という。 

充電

≪喫煙等に関する標識≫ 

急速充電設備（一体型） 急速充電設備（分離型） 

「健康増進法」の標識 

「火災予防条例」の標識 

（健康増進法の標識があれば、設置不要） 

充電ポスト 充電ポストコネクター 設備本体 

設備本体（変圧器） 

充電用ケーブル
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